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資料３ 
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１ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村 

の活性化に関する方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 

 

３ ２の区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模 

 

４ 再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に 

関する事項 
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  ・農林漁業の健全な発展に資する取組については、地域の農林漁業の発展に必要で、かつ、実現可能なもの

となるよう、市町村、関係農林漁業・団体、発電事業者等が十分協議を行いながら、地域に応じた取組を

検討してください。 

  ・売電収入から、再生可能エネルギー発電設備を整備した土地の地代や賃借料を支払う取組や、地代等に代

えて毎年の売電収入の一定割合を地権者に支払う取組だけでは、農林漁業の健全な発展に資する取組とは

ならないことに注意してください。 

  ・農林漁業の健全な発展に資する取組は、必要に応じてその内容を見直し、地域の農林漁業の現状を踏まえ

たものとすることが重要です。また、再生可能エネルギー電気の売電収入の一部を基金化し、その用途を

あらかじめ複数定め、その時々の課題に応じた用途に支出することとしても差し支えありません。 

 

５ 自然環境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に 

際し配慮すべき重要事項 

 

６ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の 

活性化に関する目標及びその達成状況についての評価  

 

 

 

 

 

記載のポイント 
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７ 再生可能エネルギー発電施設の整備を促進する区域において整備する、再生可能エネルギー発 

電設備の撤去及び原状回復 

  

８ その他農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する 

事項 

  

 


